自動車売買契約書

本契約は、売主が自己の所有する自動車を買主に売却し、買主がこれを購入することに関し、当事者間の権利義務を明確にするため、以下のとおり締結する。

第1条（目的）
売主は、自己の所有する自動車（以下「本件自動車」という。）を買主に売却し、買主はこれを購入することを目的として本契約を締結する。

第2条（本件自動車の特定）
本件自動車の概要は、次のとおりとする。
車名、型式、車台番号、登録番号、初度登録年月、走行距離、車検満了日等、当該自動車を特定できる情報は、別紙に明記し、本契約の一部を構成するものとする。

第3条（売買代金および支払方法）
1. 売買代金の総額は〇円（税込）とする。
2. 買主は、本契約締結日から〇日以内に、売主の指定する銀行口座へ振込送金の方法により支払うものとする。
3. 振込手数料その他の送金費用は買主の負担とする。
4. 買主が支払期日を経過しても支払わない場合、売主は相当の期間を定めて催告したうえで、本契約を解除することができる。

第4条（引渡しおよび名義変更）
1. 売主は、前条の代金の支払い完了後〇日以内に、本件自動車を買主に引き渡すものとする。
2. 名義変更に関する登録手続は、原則として買主の責任および費用負担において行う。
3. 売主は、名義変更に必要な書類（譲渡証明書、印鑑証明書、車検証など）を、引渡し時に買主に交付する。
4. 名義変更が完了するまでの間、買主は当該自動車を第三者に譲渡または転売してはならない。

第5条（所有権の移転）
本件自動車の所有権は、買主が売買代金を全額支払った時点で、売主から買主に移転するものとする。

第6条（自動車の状態および保証）
1. 売主は、本件自動車に事故歴、修復歴、改造歴または重大な故障履歴がある場合には、その内容を事前に買主に開示しなければならない。
2. 売主は、上記の開示を行ったうえで、本件自動車を現状有姿のまま引き渡すものとし、引渡し後に生じた故障、損傷、欠陥その他の瑕疵について、一切の責任を負わない。
3. ただし、売主が故意または重大な過失により重要な事実を隠した場合には、この限りでない。

第7条（危険負担）
本件自動車が引渡し前に滅失または損傷した場合、その危険負担は売主に帰属する。引渡し後に滅失または損傷した場合は、買主がその責を負う。

第8条（契約の解除）
1. 売主または買主のいずれかが本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合、相手方は本契約を解除することができる。
2. 契約解除により一方当事者に損害が発生した場合、違反当事者は相手方に対し、その損害（弁護士費用を含む。）を賠償しなければならない。

第9条（譲渡・担保の禁止）
買主は、売買代金を全額支払うまでは、本件自動車を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

第10条（個人情報の取扱い）
売主および買主は、本契約の履行に際して知り得た相手方の個人情報を、契約の目的の範囲内でのみ利用し、第三者に開示または提供してはならない。ただし、法令に基づき開示を求められた場合はこの限りでない。

第11条（不可抗力）
天災地変、火災、交通事故、法令の改廃、公的機関の指導等、当事者の責に帰することのできない事由により契約の履行が困難となった場合、当該当事者は、その責を負わないものとする。

第12条（紛争の解決）
1. 本契約に関して紛争が生じた場合、当事者は誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。
2. 協議によっても解決しない場合は、売主の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第13条（契約書の作成）
本契約締結の証として、本書2通を作成し、売主および買主が記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。





令和　年　月　日

売主　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（印）

買主　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（印）


